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３－４．【必須】電子申請データ、もしくは届書を各機関へ提出 

・ 社会保険の「データ送信日（ＩＮ）」の２営業日以降に、お客様のご提出方法に合わせ

て以下（１）か（２）を作成し、年金事務所・健康保険組合・厚生年金基金等に届出

を行ってください。 

（１）電子申請データの作成 

（２）届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDFファイル）の作成 

※特別なご契約は必要なく全てのお客様が（１）（２）の両方の作成が可能です。 

 

＜（１）電子申請データ（２）届書の作成手順＞ 

『給与計算』－『社会保険』－「結果還元」 
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１．事業所情報登録（初回のみ） 

・事業所情報入力画面より必要事項を入力し、「更新」ボタンを押下します。 

（初めて操作いただくときのみご登録ください） 

①都道府県コードをプルダウンより選択ください。 

②電話番号にハイフン(-)の登録が必要です。 

  ×0310012002 ⇒ ○03-1001-2002 

③ 健康保険組合に加入の場合は、ご登録ください。 

 

２．入力準備 

・入力準備をすることで最新の処理結果を出力することができます。 

・プルダウンより該当の処理月を選択し、「作成」を押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理時 

「20XX/06」を選択の上、作成してください。 

 

１ 

２ 

３ 
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３．明細データ修正（データ修正が必要な場合のみの作業） 

・ＤＣＳの社会保険処理結果に対して修正が必要な場合は、画面より変更可能です。 

 （給与への修正データの引継はありません） 

・新規データの追加はできません。 

・「検索」を押下し、表示する従業員を選択します。 

・外部ファイル取込も可能です。 

（「SHR001_ShakaiHokenTodoke.xls 社会保険届情報」 

 「PROSRV お客様サイト」‐「ダウンロード」‐「PROSRV on Cloud」- 

 「書式・ファイル集」‐「外部取り込みファイル」‐「給与系」よりダウンロード可能） 

・「従前改定年月」がないと日本年金機構提供の届書作成プログラム（仕様チェック 

 プログラム）でエラーとなります。 
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４．ファイル作成指示 

・以下の通り選択し、「作成」ボタンを押下します。 

・「提出先」を選択 

・「届出種類」は、作成したい「算定基礎届」「月額変更届」を選択 

・「MN 連携」は、「連携しない」を選択 

・「出力形式」（１）電子申請データは「電子申請データ」、（２）届書は「帳票（PDF）」を

選択 

・「出力対象」は、作成したいものを選択 

・「作成年月日」は実際の出力年月日をご入力ください。 

・「媒体通番」（３桁）は、前回作成時の数字に＋１した数字が自動表示されます。 

 （「出力形式」が「帳票（PDF）」の場合はブランク可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

（２） 
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５．ファイルダウンロード 

（１）電子申請データの作成 

・CSV ファイル（開かないでください）をダウンロードし、日本年金機構提供の「届書作

成プログラム（仕様チェックプログラム）」にてチェックを行いエラーがないことを確

認のうえ、e-Gov などを利用して電子データを提出してください。 

（マイナポータル API 連携で電子申請する場合は、「※PROSRV on Cloud よりマイナポ

ータル API 連携で電子申請する場合」を参照） 

・「電子媒体届書総括票」「提出ラベル」「CSV 形式届書総括票」は、日本年金機構提供の

「届書作成プログラム（仕様チェックプログラム）」から作成してください。 

  （PROSRV では作成できません） 

 

※PROSRV on Cloud よりマイナポータル API 連携で電子申請する場合 

・詳細は、以下を参照してください。 

＜PROSRVヘルプサイト＞ 

算定基礎届（月額変更届）データをマイナポータル API経由で電子申請したい（社会保険） 

・ご利用には、マイナポータル API 利用認証のため「G ビス ID」の取得が必要です。 

『関連システム』－『電子申請』 

 
① 「事業所情報」の登録、確認をします。（初回のみ） 

②「未申請一覧」に「５．ファイルダウンロード」でできあがった CSV ファイルが自動

連携されていますので、「G ビス ID ログイン」よりログインしマイナポータル API 経由

で電子申請データの提出をします。 

２ 

１ 

（２）届書②月額変更届（次ページ） 

（２）届書①算定基礎届（次ページ） 

（１）電子申請データ （１）電子申請データ 

https://dcs-prosrv.zendesk.com/hc/ja/articles/18563725150489
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（２）届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDF ファイル）の作成 

・作成された PDF ファイルをお客様にて印刷し、定時決定該当者は①『算定基礎届』、随

時改定該当者は②『月額変更届』を、直接各提出機関（年金事務所等）への提出をおこ

なってください。 

① 『算定基礎届』例           ②『月額変更届』例 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 
①

② 

③ 

 

⑤  ⑥  ⑦  ⑧  
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・届書の表示内容 

 『算定基礎届』 『月額変更届』 

①総計 支払基礎日数１７日（※１）以上の報

酬の総計 

３か月の報酬の総計 

②平均額 ①総計を支払基礎日数１７日（※１）

以上の月数で割った額   

①総計を３で割った額 

 

③修正平均額 ⑧遡及支払額を除いた①総額を支払

基礎日数１７日（※１）以上の月数で

割った額 

⑧遡及支払額を除いた①総額を３で割

った額 

④備考 ６．短時間労働者 

被保険者区分が全て（前３～１）

「短時間」の時 

７．パート 

被保険者区分が全て（前３～１）

「パート」の時 

９．その他（ｘ月 短時間労働者） 

３か月の間に「被保険者区分」が

「短時間」への変更を含む時 

９．その他（ｘ月 パート） 

「パート」への変更を含む時 

 

ｘ：対象となる月 

３．短時間労働者 

被保険者区分が全て（前３～１）

「短時間」の時 

６．その他（ｘ月 短時間労働者） 

３か月の間に「被保険者区分」が

「短時間」への変更を含む時 

 

 

 

 

 

 

ｘ：対象となる月 

⑤昇(降)給 

XX月 

ブランク（必要に応じて追記） 

 

初月を印字 

⑥昇(降)給  

1.昇給 2.降給 

昇(降)給の月額に登録がある月（※２）がプラスなら「1.昇給」マイナスなら 

「2.降給」に○を印字 

⑦遡及支払額 

XX月 

通常給外の報酬に登録がある月（※２）を印字 

⑧遡及支払額 

XXXXXXX円 

（通常給外の報酬前１～３の合計） － （修正平均戻入額前１～３の合

計）を印字 

 

 

(※１)被保険者区分が「パート」の時、３か月全て支払基礎日数が１７日未満の場合は 

１５日以上の月で計算。 

   被保険者区分が「短時間」の時、支払基礎日数が１１日以上の月で計算。 

 

(※２)複数月ある場合は初月 

 


